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 第１章　総則

 （目的）

第１条　この訓令は、自衛隊の使用する船舶（水陸両用車両を含む。以下「船舶」という

。）の堪航性及び安全性並びにその使用目的に対する適合性（海洋汚染防止の目的に対

する適合性を含む。）を確保するため、その製造、改造、修理（修理で船舶の製造当初

の性能を回復することを目的とするもの（以下「特別修理」という。）を含む。以下同

じ。）及び定期検査、年次検査、入渠（上架を含む。以下同じ。）その他の検査等に関
きよ

 する基準、手続等を定めることを目的とする。

 （定義）

 第２条　この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

⑴　「幕僚長等」とは、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、防衛大学校長又は防衛

 装備庁長官をいう。

⑵　「陸上幕僚長等」とは、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は防衛大学校長を

 いう。



 （管理区分）

第３条　船舶の製造、改造、修理及び定期検査、年次検査、入渠その他の検査等を実施す
きよ

る者として次の各号に掲げる者を指定し、その管理する船舶は、それぞれ当該各号に掲

 げる船舶とする。

 ⑴　陸上幕僚長　陸上自衛隊又は自衛隊海上輸送群の使用する船舶

 ⑵　海上幕僚長　海上自衛隊の使用する船舶

 ⑶　航空幕僚長　航空自衛隊の使用する船舶

 ⑷　防衛大学校長　防衛大学校の使用する船舶

⑸　防衛装備庁長官　防衛装備庁の使用する船舶又は装備品等の研究開発に関する訓令

（平成２７年防衛省訓令第３７号）第２条第５号又は第６号に基づき試作等される船

 舶（以下「試作船舶」という。）

 （総則）

第４条　船舶は、この訓令の定めるところにより製造され、改造され、修理され、並びに

定期検査を受け、年次検査を受け、入渠し、及びその他の検査等を受けなければならな
きよ

 い。

２　船舶（専ら櫓、櫂又は帆をもって推進する船舶及び運航の用に供しない船舶を除く。

第２４条第２項を除き、以下同じ。）の製造、改造又は修理に際しては、別に定める検

 査の規則に従って検査を受けなければならない。

３　船舶は、第５条第３項の規定により定められた使用の基準及び取扱いの基準に従って

 使用されなければならない。

 第２章　船舶に関する技術上の基準

 （設計等の基準）

第５条　船舶（試作船舶を除く。以下同じ。）の製造及び改造に際して、準拠すべき設計

の基準に関しては、防衛装備庁長官が陸上幕僚長等と協議の上行う上申に基づき、防衛

 大臣が別に定める。

２　海上自衛隊の使用する船舶の製造、改造及び修理に際して準拠すべき工作の基準に関

しては、海上幕僚長が防衛装備庁長官と協議の上行う上申に基づき、防衛大臣が別に定

める。海上自衛隊の使用する船舶以外の船舶の製造、改造及び修理に際して準拠すべき

 工作の基準に関しては、海上自衛隊の使用する船舶に係る工作の基準の例による。

３　船舶の使用の基準及び取扱いの基準に関しては、陸上幕僚長等が防衛装備庁長官と協

議の上行う上申に基づき、防衛大臣が別に定める。ただし、防衛装備庁の使用する船舶

の使用の基準及び取扱いの基準に関しては、防衛装備庁長官の上申に基づき、防衛大臣

 が別に定める。

 第３章　船舶に関する検査

 （定期検査、年次検査、特別修理及び入渠の回数）
きよ

第６条　定期検査は、次の各号に掲げる船舶（自衛艦若しくは支援船又は防衛大学校の使

用する船舶に限る。）について、その就役した日から起算して当該各号に定める期間を

経過するごとに、その期間を経過する日の翌日（以下「定期検査実施基準日」という。

 ）前に開始し、かつ、当該基準日後に完了するものとする。

　⑴　鋼製の船舶、繊維強化プラスチック製の船舶（掃海艦、掃海艇、交通船、作業船、

機動船及び特別機動船並びに防衛大学校の使用する船舶に限る。）及びアルミニウム

 合金製の船舶（エアクッション艇及び特務艇に限る。）５年

 　⑵　前号以外の船舶４年

２　前項の規定にかかわらず、潜水艦、練習潜水艦及び試験潜水艦に係る定期検査は、そ

の就役した日又は前回の定期検査が完了した日から起算して３年を経過した時に行うも

 のとする。



３　前２項に該当しない船舶に係る定期検査は、その就役した日又は前回の定期検査が完

 了した日から起算して６年を経過する日までに完了するものとする。

４　前３項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時期に定

期検査を行うことができる。この場合において、第１項各号に掲げる船舶に係る次回以

降の定期検査については、同項中「その就役した日」とあるのは、「第４項各号の規定

 による定期検査が完了した日」と読み替えるものとする。

　⑴　外国への航海その他の事由により、前３項の規定による定期検査の時期に定期検査

を行うことができないと幕僚長等が認める場合　５箇月を超えない範囲内において、

第１項各号に掲げる船舶にあっては、定期検査実施基準日からさかのぼる、又は経過

する時期、前２項に規定する船舶にあっては、同項の規定による定期検査の時期を繰

 り上げ、又は繰り下げた時期

　⑵　自衛隊海上輸送群又は海上自衛隊の使用する船舶の堪航性の調査を行うため、陸上

幕僚長又は海上幕僚長が定期検査実施基準日後に定期検査を開始する又は前項の規定

による定期検査の時期を繰り下げる必要が特にあるとして防衛大臣の承認を得た場合

　１年を超えない範囲内において、第１項各号に掲げる船舶にあっては、定期検査実

施基準日から経過する時期、第２項に規定する船舶にあっては、同項の規定による定

 期検査の時期を繰り下げた時期

　⑶　前３項の規定による定期検査の時期前に大規模な改造又は修理が行われる場合　当

 該改造又は修理を行う時期

５　年次検査は、毎会計年度１回行うものとする。ただし、船舶の就役する会計年度及び

定期検査を実施する会計年度（定期検査が両会計年度にわたって行われる場合には、両

 会計年度）においては、この限りでない。

６　特別修理は、定期検査を行う際に行うものとする。ただし、自衛隊海上輸送群、海上

自衛隊又は防衛大学校の使用する船舶のうち、老齢船舶（竣工後別表に定める期間を経

過した船舶をいい、船舶の老朽の状態を相当程度回復することを目的とした大規模な修

理（以下「延命修理」という。）を実施中の船舶を除く。以下同じ。）に係る特別修理

 については、この限りではない。

７　自衛艦若しくは支援船又は防衛大学校の使用する船舶に係る入渠は、次の各号に掲げ
きよ

 る場合を除き、改造及び修理の際の入渠を含めて毎会計年度１回以上行うものとする。
きよ

 　⑴　堪航性の調査を行う船舶の入渠の時期について防衛大臣の承認を得た場合
きよ

　⑵　前号の調査を踏まえ船舶の堪航性を向上させると認められる措置及びその措置を講

じる船舶の入渠の間隔について防衛大臣の承認を得て、その措置を講じた船舶につい
きよ

 て陸上幕僚長又は海上幕僚長が入渠の時期を定めた場合
きよ

８　幕僚長等は、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第６章に定める行動その他やむ

を得ない事由により、第５項本文又は前項本文に規定する会計年度内に年次検査又は入

渠を行うことができない場合において、次に掲げる事項について防衛大臣の承認を得た
きよ

ときは、第５項本文又は前項本文の規定にかかわらず、当該会計年度を超えて年次検査

又は入渠を行うことができる。この場合、当該年次検査又は入渠は、年度開始から５箇
きよ きよ

 月を超えない範囲内に行うものとする。

 　⑴　年次検査又は入渠を行う時期
きよ

　⑵　船舶の堪航性及び安全性並びにその使用目的に対する適合性を確保するために講ず

 べき措置

９　幕僚長等は、前項の規定に基づき年次検査又は入渠を行ったときは、速やかに、その
きよ

 旨を防衛大臣に報告しなければならない。

１０　幕僚長等は、第８項の規定に基づき防衛大臣の承認を得た場合において、同項第１

号に規定する時期に当該承認を得た船舶の定期検査を行うときは、当該承認に係る年次



 検査又は入渠を行わないことができる。
きよ

 （定期検査、年次検査及び入渠の方法等）
きよ

第７条　定期検査、年次検査及び入渠は、幕僚長等があらかじめ防衛大臣の承認を得て定
きよ

 めた方法及び基準に従って行わなければならない。

 第４章　船舶の製造

 （要求性能）

第８条　船舶（船舶のうち、その長さが１２メートル未満であってその搭載人員が１２人

以下のもの、防衛大学校の使用する船舶、船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第６条

の５に規定する国土交通大臣の型式承認を受けた製造者が当該型式承認に係る船舶を製

造するもの及びこれに準ずるものと認められる船舶（以下「型式承認船舶等」という。

）並びに装備品等の研究開発に関する訓令第２条第５号又は第６号に基づき試作等が行

われた上で製造される船舶を除く。第１５条から第１７条までにおいて同じ。）を製造

しようとする場合においては、防衛大臣は、幕僚長等の上申に基づき、その要求性能を

 決定する。

 （基本計画）

第９条　防衛大臣は、防衛装備庁長官が前条の規定により決定された要求性能に基づき陸

上幕僚長等と協議の上で行う上申に基づき、基本計画（要求性能を実現するために必要

な船舶の諸元、性能、構造、装備品その他の船舶の設計の基本となる事項をいう。以下

同じ。）を決定する。ただし、防衛装備庁の使用する船舶については、防衛大臣は、防

衛装備庁長官が前条の規定により決定された要求性能に基づき行う上申に基づき、基本

 計画を決定する。

 （基本設計）

第１０条　防衛装備庁長官は、前条の規定により決定された基本計画に基づき陸上幕僚長

等と協議の上、基本設計を作成し、防衛大臣の承認を得るものとする。ただし、防衛装

備庁の使用する船舶については、防衛装備庁長官が、前条の規定により決定された基本

 計画に基づき、基本設計を作成し、防衛大臣の承認を得るものとする。

２　防衛装備庁長官は、前項の規定により防衛大臣の承認を得た基本設計の一部を変更す

る必要が生じた場合において、その変更が基本計画に抵触しない範囲内のものであると

きは（防衛装備庁の使用する船舶以外の船舶を変更する場合にあっては、陸上幕僚長等

 と協議の上）、その変更をすることができる。

３　防衛装備庁長官は、前項の規定により基本設計の一部を変更した場合には、速やかに

 その旨を防衛大臣に報告しなければならない。

 （手続の省略）

第１１条　防衛大臣は、同型第２船以降の船舶を製造する場合には、第９条の規定による

 基本計画の決定を省略する。

２　前項の規定により基本計画の決定を省略した場合には、前条第１項中「前条の規定に

より決定された基本計画」及び同条第２項中「基本計画」とあるのは、「同型第１船に

 ついて決定された基本計画」とする。

 （船舶の装備品の製造）

第１２条　船舶に塔載する装備品であって船舶と別途に製造されるものの製造の手続につ

 いては別に定める。

 （特別改造）

第１３条　第８条から第１１条までの規定は、船舶の復原性、運動性、潜航性、船体強度

又は一般兵装ぎ装に関連する性能（以下「主要性能」という。）を変更するための改造

（以下「特別改造」という。）について準用する。この場合において第８条中「製造」

とあるのは「特別改造」と、第１１条第１項中「同型第２船以降の船舶を製造する場合



」とあるのは「特別改造を行った船舶と同型船で、かつ、同一内容の特別改造を行う場

合」と、同条第２項中「同型第１船」とあるのは「同一内容の特別改造を行った同型船

 」と読み替えるものとする。

 （その他の手続）

第１４条　船舶の改造（特別改造を除く。）、修理、定期検査、年次検査及び入渠の手続
きよ

 は、幕僚長等が防衛大臣の承認を得て定めるものとする。

 （主要性能の調査）

第１５条　幕僚長等は、供与、貸与又は所管換を受けた船舶その他必要と認めた船舶につ

いては、当該船舶が自衛隊の使用に供された日（当該船舶が本邦以外の地において供与

又は貸与された場合にあっては、当該船舶が本邦に帰着した日）から２箇月以内に、記

録によってその主要性能を調査するものとし、記録の整っていない部分がある場合にお

いてはその部分について、さしあたり現状調査を行った上、主要性能をすみやかに調査

 するものとする。

 ２　陸上幕僚長等は、前項の調査を行う際は、防衛装備庁長官と協議を行うものとする。

 （就役条件の検討）

第１６条　幕僚長等は、船舶を製造し、又は特別改造した場合及び前条の規定により主要

性能を調査した場合においては、公試及び次条の試験の成績又は調査の成績に基づき当

該船舶の主要性能を検討し、当該船舶の就役条件に関する意見について、船舶を受領後

 及び次条の試験の実施後又は前条の調査後すみやかに防衛大臣に報告するものとする。

２　陸上幕僚長等は、前項の主要性能の検討を行う際は、防衛装備庁長官と協議を行うも

 のとする。

 （能力試験等）

第１７条　幕僚長等は、新たに製造された船舶（自衛艦に限る。以下この項において同じ

。）の同型第１船、供与又は貸与された船舶の同型の代表船及び特別改造された船舶で

幕僚長等が必要と認めるものについて幕僚長等の指定する者に能力試験を行わせるもの

 とする。

２　幕僚長等は、自衛隊において、直接、適合性を判定するための試験を実施することが

適当であると認める武器を船舶に装備した場合には、幕僚長等の指定する者にその試験

 を行わせるものとする。

３　前２項の試験の時期、範囲、方法及び手続は、幕僚長等が防衛大臣の承認を得て定め

る。この場合において、第１項の能力試験に係るものについて陸上幕僚長等が防衛大臣

 の承認を得ようとするときは、あらかじめ防衛装備庁長官と協議するものとする。

 第５章　型式承認に係る船舶等の製造

 （船舶の基準適合確認）

第１８条　型式承認船舶等を製造又は改造しようとする場合においては、幕僚長等は、型

式承認船舶等の製造にあっては、当該船舶が船舶安全法第６条の５に規定する国土交通

大臣の型式承認その他これに準ずるものと認められる認証等を受けていることを確認し

なければならない。また、型式承認船舶等の改造にあっては幕僚長等は、当該船舶が型

式承認等を受けるにおいて定められた基準又は第５条第１項及び第２項の規定により定

 められた基準に適合していることを確認しなければならない。

２　幕僚長等は、同型第２船以降の型式承認船舶等を製造又は改造する場合においては、

 前項の規定による確認を省略するものとする。

３　幕僚長等は、第１項に規定する確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これ

 をすみやかに防衛大臣へ提出するものとする。

 第６章　試作船舶に関する技術上の基準等

第１９条　試作船舶の製造及び改造に際して、準拠すべき設計の基準に関しては、第５条



 第１項で定める基準を例とする。

２　試作船舶の製造、改造及び修理に際して準拠すべき工作の基準に関しては、第５条第

 ２項で定める基準を例とする。

３　試作船舶の使用の基準及び取扱いの基準に関しては、防衛装備庁長官の上申に基づき

 、防衛大臣が別に定める。

４　第１項及び第２項に掲げる基準以外の必要な事項については、防衛大臣の承認を得て

 、防衛装備庁長官が定めるものとする。

 （定期検査及び年次検査の回数及び方法等）

第２０条　試作船舶に係る定期検査は、初めて航行の用に供するとき又は前回の定期検査

 が完了した日から起算して６年を経過する日までに１回以上行うものとする。

２　試作船舶に係る年次検査は、定期検査を開始した日から毎会計年度１回行うものとす

る。ただし、定期検査を実施する会計年度（定期検査が両会計年度にわたって行われる

 場合には、両会計年度）においては、この限りではない。

３　定期検査及び年次検査は、防衛装備庁長官があらかじめ防衛大臣の承認を得て定めた

 方法及び基準に従って行わなければならない。

 第７章　雑則

 （老齢船舶の調査）

第２１条　陸上幕僚長、海上幕僚長又は防衛大学校長は、船舶（陸上自衛隊の使用する船

舶を除く。以下この項において同じ。）の竣工後別表に定める期間が経過する期日の前

後において、当該期日に最も近い定期検査の時期に、当該船舶の就役の可否、除籍の時

期等に関し調査を行い、これに関する意見を調査後遅滞なく防衛大臣に報告するものと

する。ただし、当該定期検査の時期において延命修理を実施する船舶については、この

 限りではない。

２　前項の規定にかかわらず、陸上幕僚長、海上幕僚長又は防衛大学校長は、前項に規定

する定期検査の時期前に同項に規定する調査を行う必要があると特に認める場合には、

 当該時期の直前の定期検査の時期に当該調査を行うことができる。

３　前２項の調査は、陸上幕僚長、海上幕僚長又は防衛大学校長が防衛装備庁長官と協議

の上あらかじめ防衛大臣の承認を得た方法及び手続に従い、かつ、防衛装備庁長官と協

 議の上実施するものとする。

４　前３項の規定は、第１項及び第２項の調査を実施した船舶が引き続き使用されている

 場合において、当該船舶の定期検査がその後行われるときについて準用する。

 （不用の決定の手続）

第２２条　船舶の不用の決定の手続に関して必要な事項は、幕僚長等の定めるところによ

 る。

 （装備取得委員会との関係）

第２３条　装備取得委員会は、船舶の基本計画、就役条件その他の事項に関し審議するも

 のとする。

 （自衛隊の使用する特定の船舶等についての特例）

第２４条　船舶（型式承認船舶等を除く。以下この項において同じ。）のうち、その長さ

が１２メートル未満であってその塔載人員が１２人以下のもの及び防衛大学校の使用す

る船舶を製造又は特別改造しようとする場合には、防衛装備庁長官が陸上幕僚長等の依

頼によりその基本設計を作成するものとする。ただし、防衛装備庁の使用する船舶につ

 いては、防衛装備庁長官が基本設計を作成するものとする。

２　専ら櫓、櫂又は帆をもって推進する船舶及び運航の用に供しない船舶の製造、修理、

 検査等については、幕僚長等の定めるところによる。

 



 　　　附　則

 １　この訓令は昭和３２年７月３１日から施行する。

２　この訓令の施行日前に供与、貸与又は所管換を受けた船舶で、この訓令の施行日にお

いてなお第１４条に規定する主要性能の調査に相当する調査を受けていないものについ

ては、海上幕僚長はこの訓令施行の日から２箇月以内にその現状を第１４条の規定にな

らつて調査し、就役条件に関する意見を調査後３箇月以内に第１５条の規定にならつて

 長官に報告するものとする。

３　この訓令の日において、既に別表に定める時期に達した老令船舶があるときは、海上

幕僚長は、この訓令施行後なるべくすみやかに、おそくとも最初の特別修理の時期に第

 １７条に定めるところにより老令船舶の調査を行うものとする。

 ４　船舶造修規程（昭和２８年保安庁訓令第２７号）は、廃止する。

 　　　附　則（昭和３３年４月８日庁訓第１９号）

 　この訓令は、昭和３３年４月８日から施行する。

 　　　附　則（昭和３８年１月９日庁訓第１号）

 　この訓令は、昭和３８年１月９日から施行し、同年１月１日から適用する。

 附　則（昭和４３年１１月１６日庁訓第４１号）（抄）

 １　この訓令は、昭和４４年１月１日から施行する。

２　この訓令の施行前に改正前の船舶の造修等に関する訓令（以下「旧訓令」という。）

第４条第１項の規定により特別修理（同条第２項の規定による特別修理と同等以上の修

理を含む。以下「旧規定による特別修理」という。）を行なつた船舶又はこの訓令の施

行の際現に旧規定による特別修理を行なつている船舶に対する改正後の船舶の造修等に

関する訓令（以下「新訓令」という。）第４条第１項の規定の適用については、それぞ

れこの訓令の施行直前の旧規定による特別修理が完了した日又はこの訓令の施行後旧規

 定による特別修理が完了する日を同項の前回の定期検査が完了した日とみなす。

３　昭和４５年３月３１日までの間において旧規定による特別修理が計画されている船舶

の新訓令第４条第１項の規定による定期検査は、前項の規定にかかわらず、当該計画さ

 れている特別修理の時期に行なうものとする。

４　この訓令の施行の際現に行なわれている旧規定による特別修理は、新訓令第４条第４

 項の規定により行なわれている特別修理とみなす。

５　この訓令の施行前に旧訓令第７条の規定により基本要目が上申され、又は決定された

船舶に係る基本設計の決定までの手続については、次項に定める場合を除きなお従前の

例による。ただし、旧訓令第９条の基本設計については、防衛装備庁長官が海上幕僚長

と協議のうえ作成し、防衛庁長官の承認を得れば足り、この場合における得た防衛庁長

官の承認は、新訓令第９条第１項の規定により得た長官の承認とみなすものとし、旧訓

令第１８条の規定の適用については、同条中「基本要目」とあるのは「基本計画概案」

 とする。

６　この訓令の施行前に旧訓令第８条の規定によりされた基本計画概案の上申若しくは決

定又は旧訓令第９条の規定によりされた基本設計の上申（旧訓令第１０条第２項の規定

による基本設計の上申を含む。）若しくは決定は、それぞれ新訓令第７条の規定により

された基本計画の上申若しくは決定又は新訓令第９条第１項の規定によりされた上申若

 しくは得た長官の承認とみなす。

７　前２項の旧訓令又は新訓令の各規定には、それぞれ旧訓令第１２条又は新訓令第１２

 条において準用する場合を含むものとする。

８　この訓令施行の際現に旧訓令第１７条第１項の規定により行なわれている同項の船舶

の調査は、新訓令第１７条第１項の規定により行なわれている同項の船舶の調査とみな

 す。



 附　則（昭和４６年４月１日庁訓第２２号）

 　この訓令は、昭和４６年４月１日から施行する。

 附　則（昭和５０年１２月２７日庁訓第４７号）（抄）

 １　この訓令は昭和５１年１月１日から施行する。

 附　則（昭和５４年２月２３日庁訓第２号）

 　この訓令は、昭和５４年２月２３日から施行する。

 附　則（昭和５４年６月２９日庁訓第３１号）

 　この訓令は、昭和５４年７月１日から施行する。

 附　則（昭和５６年４月３日庁訓第２４号）

 　この訓令は、昭和５６年４月３日から施行する。

 附　則（昭和５７年７月２３日庁訓第２３号）

 　この訓令は、昭和５７年７月２３日から施行する。

 附　則（昭和５８年８月３１日庁訓第２６号）

 　この訓令は、昭和５８年８月３１日から施行する。

 附　則（昭和５９年３月３１日庁訓第１１号）

 　この訓令は、昭和５９年４月１日から施行する。

 附　則（昭和６３年２月１５日庁訓第１号）

 　この訓令は、昭和６３年２月１５日から施行する。

 附　則（平成元年３月２０日庁訓第２５号）

 　この訓令は、平成元年３月２４日から施行する。

 附　則（平成元年５月２９日庁訓第５０号）

 １　この訓令は、平成元年５月２９日から施行する。

２　昭和６３年３月３１日以前に就役した潜水艦及び特務艦（潜水艦から種別を変更した

ものに限る。）のうち平成元年４月１日以後この訓令の施行日前に定期検査を開始した

もの以外のものについて、この訓令の施行後最初に行う定期検査は、改正後の船舶の造

修等に関する訓令（以下「新訓令」という。）第４条第１項の規定にかかわらず、前回

 の定期検査が完了した日から起算して２年を経過した時に行うものとする。

 ３　新訓令第４条第２項の規定は、前項の規定により定期検査を行う場合に準用する。

 附　則（平成３年１月１４日庁訓第１号）

 　この訓令は、平成３年１月３０日から施行する。

 附　則（平成５年３月１５日庁訓第５号）

 　この訓令は、平成５年３月１６日から施行する。ただし、改正規定中

 「

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

 　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　を

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

 に改める部分は、平成５年３月２２日から施行する。

 附　則（平成６年９月３０日庁訓第４９号）

 　この訓令は、平成６年１０月１４日から施行する。

 附　則（平成８年１１月２８日庁訓第５３号）

 　この訓令は、平成８年１１月２９日から施行する。

 附　則（平成１０年２月２７日庁訓第４号）

 　この訓令は、平成１０年３月２３日から施行する。

 附　則（平成１０年１２月２５日防衛庁訓令第４９号）

 　この訓令は、平成１１年１月１４日から施行する。



 附　則（平成１１年４月３０日庁訓第３６号）

 １　この訓令は、平成１１年５月１日から施行する。

２　この訓令の施行前に改正前の船舶の造修等に関する訓令（以下「旧訓令」という。）

第４条第１項若しくは第２項の規定により定期検査（以下「旧規定による定期検査」と

いう。）を行つた船舶又はこの訓令の施行の際現に旧規定による定期検査を行つている

船舶（改正後の船舶の造修等に関する訓令（以下「新訓令」という。）第４条第２項各

号に掲げるもの及び次項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する新訓令第４条第

１項の適用については、それぞれこの訓令の施行直前の旧規定による定期検査が完了し

た日又はこの訓令の施行後旧規定による定期検査が完了する日を同条第１項のその就役

 した日とみなす。

３　この訓令の施行前に旧訓令第１７条第１項若しくは第３項の規定により調査（以下「

旧規定による調査」という。）を行つた船舶又はこの訓令の施行の際現に旧規定による

調査を行つている船舶（新訓令第４条第２項各号に掲げるものを除く。）のこの訓令の

 施行後最初に行う定期検査については、なお従前の例による。

４　前項の規定の適用を受ける船舶に対する新訓令第４条第１項の規定の適用については

、この訓令の施行後最初に行う定期検査が完了した日を同条第１項のその就役した日と

 みなす。

 附　則（平成１２年３月３日海自訓第６号）

 １　この訓令は、平成１２年３月９日から施行する。

２　この訓令の施行の際現に存する潜水艦から種別を変更した特務艦に関するこの訓令に

 　よる改正規定の適用については、なお従前の例による。

 附　則（平成１４年３月２６日庁訓第１８号）

 　この訓令は、平成１４年３月２７日から施行する。

 附　則（平成１６年４月５日庁訓第４８号）

 この訓令は、平成１６年４月８日から施行する。

 附　則（平成１８年４月７日庁訓第６８号）

 １　この訓令は、平成１８年４月７日から施行する。

２　防衛庁副長官の代決、防衛事務次官の専決及び代決並びに防衛庁本庁の内部部局にお

　ける専決及び代決に関する訓令（昭和３５年防衛庁訓令第５号）の一部を次のように改

 　正する。

　　別表第３第５項の表艦船武器課の項中第３１号を第３２号とし、第２号から第３０号

 　までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。

 ⑵　造修訓令第４条第７項の規定に基づく年次検査又は入きよの承認に関すること。

 附　則（平成１９年１月５日庁訓第１号）（抄）

 １　この訓令は、平成１９年１月９日から施行する。

 附　則（平成２５年４月１０日海自訓第１１号）（抄）

 １　この訓令は、平成２５年４月１２日から施行する。

 附　則（平成２７年１０月１日省訓第３９号）（抄）

 （施行期日）

 第１条　この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

 附　則（平成２９年１１月１４日省訓第６０号）（抄）

 １　この訓令は、平成２９年１１月３０日から施行する。

２　この訓令の施行の際に現に船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第９条第１項の規定

による船舶検査証書を有する陸上自衛隊の使用する船舶（水陸両用車両を含む。次項に

おいて「陸自船舶」という。）における第１条による改正後の船舶の造修等に関する訓

令第４条第１項の適用については、同項中「その就役した日又は前回の定期検査が完了



した日」とあるのは、「船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第９条第１項の規定によ

 る船舶検査証書が交付された日」とする。

３　この訓令の施行の際に現に船舶安全法第９条第１項の規定による船舶検査証書を有す

る陸自船舶については、第１条による改正後の船舶の造修等に関する訓令第４条第３項

 に規定する年次検査を行ったものとみなす。

 附　則（平成３０年２月２８日省訓第５号）（抄）

 １　この訓令は、平成３０年３月２０日から施行する。

 附　則（平成３０年３月３０日省訓第２９号）

 　この訓令は、平成３０年３月３０日から施行する。

 　　　附　則（令和２年９月３０日省訓第５７号）（抄）

 １　この訓令は、令和２年１０月１日から施行する。

 ２　印刷補給隊の編制に関する訓令（昭和３５年海上自衛隊訓令第３１号）は、廃止する。

 附　則（令和６年３月７日省訓第７号）（抄）

 １　この訓令は、令和６年３月８日から施行する。

 ２　練習潜水隊の編制に関する訓令（平成１２年海上自衛隊訓令第２号）は、廃止する。

 附　則（令和６年３月１４日省訓第３号）（抄）

 １　この訓令は、令和６年４月１日から施行する。

２　この訓令の施行前に改正前の船舶の造修等に関する訓令（以下「旧訓令」という。）

第１１条第１項若しくは第３項の規定により定期検査（以下「旧規定による定期検査」

という。）を行った船舶又はこの訓令の施行の際現に旧規定による定期検査を行ってい

る船舶（次項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する改正後の船舶の造修等に関

する訓令（以下「新訓令」という。）第１１条第１項の適用については、それぞれこの

訓令の施行直前の旧規定による定期検査が完了した日又はこの訓令の施行後旧規定によ

 る定期検査が完了する日を同条第１項のその就役した日とみなす。

３　この訓令の施行前に旧訓令第２３条第１項、第２項若しくは第４項の規定により調査

（以下「旧規定による調査」という。）を行った船舶又はこの訓令の施行の際現に旧規

定による調査を行っている船舶のこの訓令の施行後最初に行う定期検査については、な

 お従前の例による。

４　前項の規定の適用を受ける船舶に対する新訓令第１１条第１項の規定の適用について

は、この訓令の施行後最初に行う定期検査が完了した日を同条第１項のその就役した日

 とみなす。

 附　則（令和７年３月２１日省訓第１５号）

 １　この訓令は、令和７年３月２４日から施行する。

２　この訓令の施行の際に現に船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第９条第１項の規定

による船舶検査証書を有する自衛隊の使用する船舶におけるこの訓令による改正後の船

舶の造修等に関する訓令第６条第３項の適用については、同項中「その就役した日又は

前回の定期検査が完了した日」とあるのは、「船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第

 ９条第１項の規定による船舶検査証書が交付された日」とする。

３　この訓令の施行の際に現に船舶安全法第９条第１項の規定による船舶検査証書を有す

る自衛隊の使用する船舶については、この訓令による改正後の船舶の造修等に関する訓

 令第６条第５項に規定する年次検査を行ったものとみなす。

４　この訓令による改正前の船舶の造修等に関する訓令第１０条第２項の規定により防衛

大臣が定めた工作の基準は、この訓令による改正後の船舶の造修等に関する訓令第５条

 第２項の規定により防衛大臣が定めた工作の基準とみなす。

５　この訓令による改正前の船舶の造修等に関する訓令第３条第２項及び第１０条第３項

の規定により防衛大臣が定めた船舶の使用の基準及び取扱いの基準は、この訓令による



改正後の船舶の造修等に関する訓令第５条第３項の規定により防衛大臣が定めた船舶の

 使用の基準及び取扱いの基準とみなす。

６　前項に規定する船舶の使用の基準及び取扱いの基準（改正前の船舶の造修等に関する

訓令第１０条第３項の規定によるものに限る。）は、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用

 する船舶以外の船舶の使用の基準及び取扱いの基準とみなすことができる。

７　この訓令による改正前の船舶の造修等に関する訓令第５条及び第１２条の規定により

防衛大臣の承認を得て定めた定期検査、年次検査及び入渠に関する方法及び基準は、こ
きよ

の訓令による改正後の船舶の造修等に関する訓令第７条の規定により防衛大臣の承認を

 得て定めた定期検査、年次検査及び入渠に関する方法及び基準とみなす。
きよ

８　前項に規定する定期検査、年次検査及び入渠に関する方法及び基準（改正前の船舶の
きよ

造修等に関する訓令第１２条の規定によるものに限る。）は、陸上自衛隊又は海上自衛

隊の使用する船舶以外の船舶の定期検査、年次検査及び入渠に関する方法及び基準とみ
きよ

 なすことができる。

 

 　別表（第６条、第２１条関係）

種　　　　　　　 別 期間　　　 
20年護衛艦（延命修理を実施したものを除

く。）

護衛艦（延命修理を実施したものに限 24年

る。）

潜水艦 12年

掃海艦 15年

掃海艇（繊維強化プラスチック製のも 15年

のに限る。）

12年掃海艇（木製のものに限る。）

掃海母艦 20年

ミサイル艇 12年

20年哨戒艦

輸送艦 20年

輸送艇 20年（鋼製のものに限る。）

輸送艇 16年（上記以外のもの）

エアクッション艇 15年

練習艦 20年

練習潜水艦 12年

訓練支援艦 20年

多用途支援艦 20年

海洋観測艦 20年

音響測定艦 20年

砕氷艦 20年

敷設艦 20年

潜水艦救難艦 20年

試験艦 20年

12年試験潜水艦

補給艦 20年

特務艇 20年

支援船及び防衛大学校の使用する船舶 20年



（鋼製及び繊維強化プラスチック製の

ものに限る。）

 支援船及び防衛大学校の使用する船舶 12年

（木製のものに限る。）

支援船及び防衛大学校の使用する船舶 16年

（鋼製、繊維強化プラスチック製及び

木製のものを除く。）


